
令和   年   月   日 

令和７年度東京都ふぐ取扱者資格受入講習申込書 

講習日時：令和７年１２月２日（火曜日）午後１時００分から午後４時３０分まで 

ふ り が な   整 理 番 号 

氏 名  
  

生 年 月 日 
昭和・平成     年     月     日生 
（該当に丸印） 

 

  

現 住 所 
〒    －      

電 話 番 号 
自宅・職場・携帯（該当に丸印） 

       ―          ―      

 

受講資格確認事項 

１ 東京都ふぐ取扱者資格受入講習実施要領第４に規定された知事が認める試験（裏面別表参照）のうち、

合格した道府県名又は市名及び当該試験の合格年度 

道府県名 

又は市名 

（該当に丸印） 

１ 北海道 

５ 秋田県 

９ 栃木県 

13 神奈川県 

17 福井県 

21 愛知県 

25 大阪府 

29 鳥取県 

33 山口県 

37 高知県 

41 大分県 

45 青森市 

２ 青森県 

６ 山形県 

10 群馬県 

14 新潟県 

18 長野県 

22 三重県 

26 兵庫県 

30 島根県 

34 徳島県 

38 福岡県 

42 宮崎県 

46 八戸市 

３ 岩手県 

７ 福島県 

11 埼玉県 

15 富山県 

19 岐阜県 

23 滋賀県 

27 奈良県 

31 岡山県 

35 香川県 

39 長崎県 

43 鹿児島県 

47 福山市 

４ 宮城県 

８ 茨城県 

12 千葉県  

16 石川県 

20 静岡県 

24 京都府 

28 和歌山県 

32 広島県 

36 愛媛県 

40 熊本県 

44 広島市 

 

合格した 

年 度 

昭和・平成・令和   年度 

（昭和・平成・令和  年  月） 

 

２ １の道府県又は市のふぐの取扱いに係る免許証等の登録番号及び免許登録年月日 

登 録 番 号 第        号 
登 録 

年 月 日 

昭和 
・ 

平成 
 ・ 
令和 

年   月   日 

 

 
※受験資格確認事項２の免許につき、過去 1年のうちに取消し等処分を受けたことがある場合は、申込時に

申し出てください。 

【添付書類等】 この申込書に以下の書類等を添付の上、お申し込みください。 

(１) 受講資格確認事項１の試験に合格したことを証する書類（合格通知書、合格証明書等）の写し 

(２) 受講資格確認事項２のふぐの取扱いに係る免許証等の写し 

(３) 返信用封筒（長形３号。郵便番号、住所及び氏名を記載し、110 円切手を貼ったもの） 



【別表】 

 
令和７年度東京都ふぐ取扱者資格受入講習の受入対象となる試験は以下のとおりです。 

 

（令和7年10月15日現在） 

対象自治体 対象となる試験実施年月 対象自治体 対象となる試験実施年月 

１ 北海道 令和 4 年 5 月以降 ２５ 大阪府 令和 4 年 4 月以降 

２ 青森県 令和 3 年 6 月以降 ２６ 兵庫県 令和 3 年 6 月以降 

３ 岩手県 令和 6 年 6 月以降 ２７ 奈良県 昭和 53 年 4 月以降 

４ 宮城県 令和 3 年 6 月以降 ２８ 和歌山県 令和 4 年 7 月以降 

５ 秋田県 令和 4 年 4 月以降 ２９ 鳥取県 令和 3 年 6 月以降 

６ 山形県 令和 4 年 4 月以降 ３０ 島根県 令和 3 年 6 月以降 

７ 福島県 令和 5 年 6 月以降 ３１ 岡山県 平成 28 年 4 月以降 

８ 茨城県 令和 5 年 4 月以降 ３２ 広島県 令和 4 年 4 月以降 

９ 栃木県 令和 4 年 4 月以降 ３３ 山口県 昭和 56 年 10月以降 

１０ 群馬県 
昭和 61 年 10月以降令和 3

年 9月以前 
３４ 徳島県 令和 3 年 1 月以降 

１１ 埼玉県 平成 15 年 4 月以降 ３５ 香川県 平成 16 年 10月以降 

１２ 千葉県 昭和 50 年 9 月以降 ３６ 愛媛県 昭和 28 年 1 月以降 

１３ 神奈川県 昭和 61 年 11月以降 ３７ 高知県 昭和 36 年 10月以降 

１４ 新潟県 令和 3 年 6 月以降 ３８ 福岡県 昭和 54 年 4 月以降 

１５ 富山県 平成 22 年 10月以降 ３９ 長崎県 令和 3 年 6 月以降 

１６ 石川県 平成 18 年 10月以降 ４０ 熊本県 昭和 33 年 10月以降 

１７ 福井県 令和 4 年 4 月以降 ４１ 大分県 令和 2 年 4 月以降 

１８ 長野県 平成 5 年 10 月以降 ４２ 宮崎県 昭和 33 年 11月以降 

１９ 岐阜県 令和 3 年 6 月以降 ４３ 鹿児島県 昭和 35 年 4 月以降 

２０ 静岡県 昭和 52 年 5 月以降 ４４ 広島市 令和 4 年 4 月以降 

２１ 愛知県 昭和 51 年 7 月以降 ４５ 青森市 令和 3 年 6 月以降 

２２ 三重県 令和 3 年 6 月以降 ４６ 八戸市 令和 3 年 6 月以降 

２３ 滋賀県 昭和 48 年 9 月以降 ４７ 福山市 令和 4 年 4 月以降 

２４ 京都府 昭和 51 年 10月以降    

 


